
主体 事項 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

国 
医療介護総合 
確保方針 

都 
道 
府
県 

医療計画 

地域医療構想 
 
 
 

12府県で策定 

 
 
 

47都道府県で策定済 

医療費適正化 
計画 

 
 
 
 
 

 
 
 

国保制度の改革 
 

平成30年度から、都道府県
が国民健康保険の財政運
営の責任主体となる等、制
度の安定化を図る 

     ●医療計画の策定 

地域医療構想の策定 
●地域医療構想調整会議等(構想区域・県)での議論 

●進捗管理及び適宜見直し 

第7次医療計画 

（H30～H35の6年間） 
●地域医療構想を含めた 
 一体的な計画とする 

                 ●地域医療構想を策定後、計画を策定 

基本 
方針 
改正 

第3期医療費 
適正化計画 

第2期医療費適正化計画（H25～H29の5年間） 

（H30～H35の6年間） 
●H29年度から前倒し可能 

●医療計画の見直し等に 
関する検討会(国)での議論 

基本 
方針 
改正 

●総合確保方針の改正
に向けた議論（国） 

医療費 
適正化 
基本 
方針 

第6次医療計画（H25～H29の5年間） 

「医療計画基本方針」、 
「介護保険事業計画基本指針」 
の基本となるべき事項等 

新制度の施行 

●市町村国保の財政運営  
  を「都道府県」が担う 

●都道府県に国保運営協議会 
（又はその前身となる機関）の前倒し設置 
※被用者保険代表もメンバーとして参画 
●地域の実情を踏まえ、都道府県ごとに「国保
運営方針」の策定（平成29年内）、「各市町村の
納付額の算定ルール」の決定 等 

保険医療制度の動向について 

総合 
確保 
方針 
改正 

国保 
運営 
方針 
策定 
要領 

平成28年12月26日 
改正 

平成28年3月31日 
策定 

平成28年11月4日 
一部改正 

平成28年4月28日 
策定 

平成29年7月31日 
一部改正 

基本 
方針 
改正 

保険者協議会へ
の意見聴取 

保険者協議会へ
の意見聴取 
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主体 事項 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

市
町
村 

介護保険事業 
（支援）計画 

国 
診療報酬 

介護報酬改定 

協
会 
け
ん
ぽ
等
の
保
険
者 

特定健康診査等 
実施計画 

データヘルス 
計画 

協
会 
け
ん
ぽ 

保険者機能強化 
アクションプラン 

データヘルス計画（H27～H29の3年間） 
第2期 

データヘルス計画 

第2期特定健康診査等実施計画（H25～H29の5年間） 
第3期特定健康 
診査等実施計画 

 第1期計画の実績評価 
 第2期計画の策定作業 

第3期計画に向けた特定健診・特定保健指導の実施方法等の見直し 
●保険者による健診・保健指導等に関する検討会（国）での議論 

（H30～H35の6年間） 

（H30～H35の6年間） 

保険者機能強化アクションプラン（第3期） 
第4期 

アクションプラン 

検証方法 
策定 

第6期介護保険事業（支援）計画（H27～H29の3年間） 

 計画の策定 

第7期介護保険 
事業（支援）計画 

基本 
指針
改正 （H30～H32の3年間） 

診療報酬改定 
（2年に1度） 

介護報酬改定 

（3年に1度） 

診療報酬改定 

介護報酬改定 

  ●中央社会保険医療協議会 
  （国)での議論 

●社会保障審議会介護保険 
給付費分科会(国)での議論 

 次期プランに 
 向けた検討 

運営委員会
に検証 
結果報告 


